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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
 1 月分：12月 1日（火）～
 2 月分：1月 4日（月）～
　(各日 8時 30分より受付 )
※ 同じ案件での相談は 2回ま
で（異なる会場で相談して
も同様）

12月11日（金）、25日（金）
1月8日（金）、22日（金）
10時～12時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

1 月 21日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階 相談室
☎(43)6611 0120-46-7830

12 月 21日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

12 月 22日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

1 月 26日（火）
10時～ 12時

西方総合支所 1 階 会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

12 月 17日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

12月 1日（火）、15日（火）
9時～ 12時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（予約開始：12/1（火）8
時 30分～）（売買や賃貸借、所有と管理）

12月 18日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

消費生活相談 ( 商品やサービス
など消費生活全般 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

12月8日（火）、♦22日（火）
10時～12時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

1 月 21日（木）
10時～ 12時

大平総合支所 1 階 相談室
大平市民生活課☎ (43)9211

♦ 12月 9日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

12 月 22日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 大会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

1月26日（火）
13時30分～15時30分

西方公民館 2階 小会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

12月 17日（木）
13時30分～15時30分

岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9時～ 16時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9時～ 17時
※土日祝日･時間外は留守電･FAX

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (24)0667　FAX (21)2690

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子
どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189
（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9時～ 16時 本庁舎/子育て支援課　☎(21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービス
の利用・障がいを理由とする差
別・合理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎 /障がい福祉課 障がい児者相
談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

12月 11日（金）
10時～ 11時 30分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

今月の注目情報

思わぬ着火や出火に注意︕︕

　寒くなってくると、ストーブを使用し、またふんわりと暖かい素材の衣服を着る機
会が多くなりますが、不注意や誤解などから、思わぬ事故が起こることがあります。
服 に火が燃え移ってやけど！　鍋をコンロの火にかけたところ、隣のコンロの火が服
に燃え移り、溶けた繊維で指にやけどを負った／仏壇のリンゴを取ろうとしたら、
ろうそくの火が袖に燃え移り、腕にやけどを負った。
電 気暖房器具から火事に！　脱衣場を暖めるために電気ストーブを点けて別の部屋に
いたところ、ストーブのそばにあった洗濯物に接触して発火し、周辺を焼損した。
事故防止のために 毛羽立った素材の服の場合、「表面フラッシュ」という現象で、
毛羽を伝ってぱっと火が燃え広がってしまうことがあります。火を使う際は「燃えに
くい素材で作られたエプロンやアームカバーなどを使用する」「袖や裾が広がってい
るデザインの衣服やストールなどを身に着けない」「仏壇やコンロ等の奥の物を取る
時は必ず火を消す」など、服への着火をしないよう注意が必要です。万が一衣服に火
がついてしまったら、脱ぐ、たたく、水をかけるなどしてすぐ消火しましょう。
　「火を使わない電気ストーブや電気こたつなら火事にはなりにくいだろう」という
誤解から、間違った使用方法が原因となる火災が発生しています。暖房器具の使用の
際は「洗濯物の乾燥等には使用しない」「壁や燃えやすいものから離す」「スプレー缶
やライター等を近くに置かない」「就寝時や外出時、その場を離れる時は電源を切り、
電源プラグを抜く」など、正しく使用しましょう。使用中、いつもと何か違う、と感
じたらすぐに使用を中止し、製造メーカーや販売店に相談しましょう。
　　　　消費生活センター（本庁舎 2階）☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

■検診通知用封筒 広告掲載募集
　令和３年度検診に関する通知用封筒に掲載する企業広告を
募集します。
作成予定数　①７０，０００枚 (角形２号 )
　　　　　　②４０，０００枚 (長形３号 )
使用用途　① 令和３年５月「けんしんパスポート・ガイドブッ

ク」全戸配布
　　　　　②検診申込者への案内、又は検診受診者への結果送付
広告サイズ　①縦 70ｍｍ×横１００ｍｍ　②縦 45ｍｍ×横 80ｍｍ
掲載規格　封筒裏面　モノクロ ①２枠×３段の計６枠　②２枠×２段の計４枠
掲載料金　①８０，０００円／１枠　②３０，０００円／１枠
申込 方法　広告掲載申込書 (市ホームページに掲載 )に必要事項を記入し、広告
原稿を添えて、栃木保健福祉センターへ直接または郵送にてご提出くださ
い。令和３年１月 20日 ( 水 ) 必着

問合先　健康増進課（栃木保健福祉センター内）　☎ (25) ３５１１

■栃木市ＡＥＤマップ 協力事業所募集
　市では現在、市内のＡＥＤの設置状況を掲載した「ＡＥＤマッ
プ」を作成しています。緊急時に救命処置ができるよう市内の事
業所に設置されたＡＥＤを貸していただける場合は、ＡＥＤマップへの登録を
お願いします。情報を掲載したＡＥＤマップは、どなたでも閲覧できるよう市
ホームページに掲載します。
対象　ＡＥＤを設置しており、緊急時に貸していただける市内の事業所
登録方法　所定の登録票（市ホームページに掲載）に必要事項を記入のうえ、
問合先に提出ください。「栃木市電子申請システム」での申請もできます。

問合先　健康増進課　☎ (25) ３５１１

中小企業者等が所有する償却資産 および
事業用家屋の固定資産税等を軽減します

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小
企業等について、令和３年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。
　軽減を受けるには、申告が必要です。詳細や申告書様式は、市ホー
ムページに掲載しています。
対 象資産　中小企業者等が、令和３年１月１日時点で所有する、償却資産およ
び事業用家屋（※栃木市内に所在するものに限る。）

軽減内容
令和２年２月～10月までの任意の連続した３ヶ月間の売上高が、

　前年の同期間と比べて
　　　50%以上の減少　→　課税標準額をゼロに軽減
　　　30%以上の減少　→　課税標準額を２分の１に軽減
　※開業後間もないなど、前年同期比の事業収入が比較できない場合は対象外。
適用期間　令和３年度の１年度分
提出書類
　・令和３年度　償却資産申告書一式
　・ 新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資
産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申
告書（原本）※認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの

　・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式（写し）
　・特例対象資産一覧表　※事業用家屋に対する軽減を受ける場合のみ
提出期限　令和３年２月１日（月）当日消印有効
提出方法　問合先窓口に直接提出 または 郵送・eLTAXにて

問合先　資産税課　☎ (21) ２２７２


